
桐生市立図書館整備基本構想・基本計画策定業務委託 
公募型プロポーザル 実施要領 

 
１．実施目的 
  この実施要項は、桐生市立図書館整備基本構想・基本計画策定業務委託（以下「本業

務」という。）の契約の相手方となる事業者を、公募型プロポーザル方式（以下「本プ

ロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定めるものである。 
 
２．業務概要 
（１）業務名 
   桐生市立図書館整備基本構想・基本計画策定業務委託 
（２）委託内容 
   別添「桐生市立図書館整備基本構想・基本計画策定業務委託仕様書」（以下「仕様 

書」という。）のとおりとする。ただし、仕様書は、本業務の業務成果として求める 
最低限の内容を示すものであり、本プロポーザル受託候補者の企画提案書内容に応じ 
て仕様を変更することがある。 

（３）履行期限 
  契約締結日から令和９年３月２５日まで。 
（４）契約限度額 
  １３，３１０，０００円（消費税及び地方消費税 1,210,000 円を含む。） 
 
３．参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、参加表明書の提出期限日に次に掲げる要件を全て

満たす者とする。 
（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者で 

あること 
（２）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の 

申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく再生手 
続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、本市の競争入札参 
加資格の再認定を受けている者であること 

（３）民事執行法(昭和 54 年法律第４号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若 
しくは国税・地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支 
払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全請求が常態となったと認 
められる者でないこと 

（４） 令和８・９年度桐生市競争入札参加資格を有する者であること 
（５）「桐生市請負業者等指名停止措置要綱」（平成２年４月１日施行）に基づく入札参加 

制限を受けていないこと 
（６）「桐生市暴力団排除条例(平成 24 年 3 月 26 日桐生市条例第 13 号)第 2 条第 1 号から 

第 3 号」に定める暴力団員等でなく暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと 
（７）法人税、事業税、消費税その他の地方税及び国税の区分を問わず一切の税金を滞納 
  していないこと 



４．日程（令和８年） 本日程の一部は変更することがある 
（１）４月 １日（水）： 募集公告、市ホームページへ掲載、実施要領の配布開始質問 

受付開始 
（２）４月１０日（金）： 質問提出期限（募集要項及び仕様書について）（午後５時） 
（３）４月１７日（金）： 質問への回答 
（４）４月２２日（水）： 参加表明書及び一次審査書類の提出期限（午後５時） 
（５）４月２８日（火）： 一次審査 
（６）５月 １日（金）： 一次審査結果通知及び企画提案書提出依頼 
（７）５月２２日（金）： 企画提案書の提出期限（午後５時） 
（８）５月２９日（金）：（予定） 二次審査（プレゼンテーション審査） 
（９）６月 ３日（水）：（予定） 審査に関する結果の通知 
（１０）６月下旬： 業務内容の最終打ち合わせ、契約締結 
 
５．質問の受付・回答 
  本プロポーザルに関する募集要項及び仕様書についての質問及び回答は次のとおりと

する。 
  （１）提出期限 
     令和８年４月１０日（金）午後５時まで 
  （２）提出方法 
     事務局へ電子メールで様式６「質問票」により提出すること。また、電子メー 

ル送付後、データの到達を事務局へ確認すること。 
  （３）回答方法 
     令和８年４月１７日（金）午後５時までに市ホームページに随時公開するもの 

とし、個別の回答は行わない。 
 

６．提案を求める事項 
  次のとおり企画提案を求める。提案にあたっては、仕様書や桐生市の特性をふまえ、

できる限り具体的に記載すること。 
 （１）図書館の現状把握・事例紹介 

（２）施設整備計画の検討方法 
（３）民意の調査の反映方法 
（４）主要課題の整理 
（５）基本構想・基本計画案に関わる提案者独自の支援について 

 
７．一次審査書類（参加表明）の提出について 
 本プロポーザルに参加を希望する者は、以下の書類を提出し手続きを行うこと。 
 （１）提出書類の種類 

№ 提出書類 様式  
１ プロポーザル参加表明書 様式１  
２ 会社概要 様式２ 連絡先（担当者氏名、電話/ＦＡＸ番号、電

子メールアドレス）は必ず記載すること。 

３ 業務実績 様式３ 公立図書館等の計画策定等類似業務を記載す

ること 

４ 業務実施体制 様式４ 統括責任者及び担当者のうち必ず一人は司書

資格を有するものとする 



 （２）提出方法 
    参加希望者は（１）提出書類の様式１から様式４に必要事項を明記のうえ、下記

期限内に事務局へ電子メールで提出すること。また、電子メール送付後、データの

到達を事務局へ確認すること。 
 （３）提出期限 
     令和８年４月２２日（水）午後５時必着 
      ※提出期限内未到着の場合は、応募（参加）を無効とする 
 
８．二次審査書類（企画提案書類等）の提出について 
 （１）提出書類の種類 

 （２）提出方法 
    上記書類に必要事項を明記のうえ、下記期限内に事務局へ電子メールへの送信 

及び原本・副本の提出を郵送で提出期限までに桐生市立図書館まで提出すること。 
また、電子メール送付後、データの到達を事務局へ確認すること。 

    提出する書類は、原本１各部、副本各１０部とする。 
 （３）提出期限 
     令和８年５月２２日（金）午後５時必着 
      ※提出は電子メール及び郵送等で受け付け、提出期限内未到着の場合は、応 
       募（参加）を無効とする。郵送の場合は上記期限までの到着を原則とする。 
      ※提出書類の訂正、追加は認めない 
      ※提出書類の分割提出は認めないが、データ容量の関係により一括提出でき 

ない場合は、事務局の指示に従うこと 
 （４）提出書類の取り扱い 
     提出された書類は返却しない 
  
９．選考方法 
 （１）審査方法 
    審査方法については、下記に掲げる２段階の審査とする。 
    なお、参加表明者が１者のみの場合は、当該１者について優先交渉権者の適否を

審査する。 
   （一次審査） 
     教育委員会において参加表明書及び各種提出書類等に記載された内容が、実施 

要領に沿った提案項目に齟齬や矛盾がないことを確認する。項目を満たさない 
ことが確認された場合は失格とする。 

№ 提出書類 様式 備考 
１ 企画提案書 様式５ ・企画提案は１団体１企画とする 

・Ａ４判２０ページ以内とする 
・文字サイズは１１ポイント以上とする 
・図表はＡ３判可とするがＡ４判に折り込むこと 

２ 見積書 任意 ・見積書の宛先は「桐生市長」とし、人件費、間接

経費など、見積金額の積算根拠を明示した内訳書

を添付すること。 
・見積金額は消費税込みで明記すること。 



   （二次審査） 
     審査委員会を設置し提出された企画提案書等に基づき、各団体がプレゼンテー 

ションを行い、評価点数の合計による総合評価で最高得点を得た提案者を優先交 
渉権者とする。第二次審査（プレゼンテーション）の結果、全体配点の５０％未 
満の提案者は、順位が一位の場合であっても優先交渉権者としない。得点が同じ 
場合は審査委員会の合議の上で優先交渉権者を確定する。 
 第二次審査（プレゼンテーション）の日程は以下のとおり（日程等は予定） 
 ① 日 時：５月２９日（金）（予定） 
 ② 場 所：桐生市役所会議室（市役所） 
    ※日時・場所等の詳細は、提案者に別途通知する。 
 ③ 発表時間：３０分（各提案者につき自己紹介に続き、１５分以内のプレゼ 
   ンテーションの後、質疑・応答する） 

     ④ 機材等：パソコンでパワーポイント等を使用する場合の必要な機材は全 
て、提案者で用意すること。スクリーンとプロジェクター、電源は事務局 
で用意する。 

     ⑤ プレゼンテーションを行うもの：本業務に関わる担当者とする。 
⑥ その他：当日の出席者は１提案者あたり３名以内（プレゼンテーションを 

行うものを含む）とし、業務実施体制（様式４）において記載した提案者 
の雇用する従業員とする。 

     ⑦ プレゼンテーションは非公開とし、出席する者は参加者を特定できる表示 
をしてはならない。 

 （２）審査項目及び配点 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

項目 評価のポイント 配点 
業務実績等 業務実績 ５点 

担当者の業務実績 ５点 
計 １０点 

業務実施体制 業務実施体制 ５点 
業務内容及び業務スケジュール管理 ５点 

計 １０点 
企画提案内容 仕様書を具現化するための知識・手法について １０点 

企画提案書（１）図書館の現状把握・事例紹介について ５点 
企画提案書（２）施設整備計画の検討方法について １０点 
企画提案書（３）民意の調査の反映方法について １０点 
企画提案書（４）主要課題の整理について １０点 
企画提案書（５）基本構想・基本計画案に関わる提案者独

自の提案について 
１５点 

プレゼンテーション（理解力及び対応力等） １０点 
計 ７０点 

価 格 見積価格の妥当性 １０点 
合  計 １００点 



（３）審査結果の通知 
    結果は全ての提案者に対して、６月上旬（予定）に文書で通知する。なお、桐生 

市と優先交渉権者と間で、仕様及び価格等の協議の上、桐生市の内部手続きを経

て、本業務の受託者として決定されるので、優先交渉権者の通知をもって本業務の

受託者を約するものではない。 
 

１０．提案者の失格 
  次のいずれかに該当する場合は失格とする。 
  ・本案件期間中に本要項３．の参加資格要件に抵触するに至ったとき 
  ・提案書類において虚偽の内容を記載したとき 
  ・提出期限までに提案書類の提出がないとき 
  ・二次審査（プレゼンテーション）に欠席したとき 
  ・提案に関して不正行為や正常な提案の執行を妨げる等の行為があったとき 
  ・法令ならびに本市の関係条例規則に抵触する内容を含んだ提案を行ったとき 
  ・審査の公平性を害する行為があったとき 
  ・前各号に定めるもののほか、企画提案にあたり著しく信義に反する行為等により、 

審査委員会が失格と認めたとき 
 
１１．契約について 

（１）優先交渉権者は、採択された提案をもとに本市と詳細を協議するものとする。協 

議の結果、契約内容と仕様、契約金額については、採択された提案と変更が生じる 

ことがある。 

（２）優先交渉権者との協議が成立せず契約の締結が困難な場合は、優先順位が次順位 

  の者と協議を行い、成立した場合には当該事業者と契約を締結する。 

（３）随意契約の手続きについては、確定した仕様書に基づいて、契約担当課で行う。 

 
１２．留意事項 

（１）本プロポーザルに要する経費(提案書の作成、提出及びプレゼンテーションに関 

  する費用等)は、応募者の負担とする。 

（２）審査委員会の構成員、提案者名簿等の内容についての質問は一切受け付けない。 
（３）質問事項の締め切り期限以降、事業に係る質問は受け付けない。 
（４）提出書類の返却、提出期限以降の書類の追加及び差替、再提出には応じない。 
（５）提出書類に記載された受託業務の担当者等は、委託者がやむを得ないものとして 

認める場合を除き、変更することはできない。 
（６）応募を取り下げる場合は、辞退届（様式７）により、速やかに事務局まで文書で 

通知すること。 
 
１３．提出先 

〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町１－４ 
（事務局）桐生市教育委員会図書館調査係 

ＴＥＬ 0277-47-4341（桐生市立図書館） 
ＦＡＸ 0277-40-1070 
E-mail:toshokan@city.kiryu.lg.jp 


